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(57)【要約】
【課題】複合構造の作製中に累積異物指標を求めるため
の方法およびシステムを提供する。
【解決手段】複合構造の連続したセグメントの画像を、
複合構造の配置中に記録することができる。これらの記
録した画像を分析して、複合構造上の異物を検出するこ
とができる。複合構造上で検出された異物の累積異物指
標を求めることができ、この累積異物指標を、ユーザに
提供することができる。これにより、複合構造の作製中
に累積異物指標を求めるための方法およびシステムを提
供することができる。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複合構造の作製中に累積異物指標を求めるための方法であって、
　前記複合構造の配置中に複合構造の連続したセグメントの画像を記録するステップと、
　前記複合構造上の異物を検出するために前記記録された画像を分析するステップと、
　前記複合構造上で検出された異物の累積異物指標を求めるステップと、
　前記累積異物指標をユーザに提供するステップとを含む、方法。
【請求項２】
　前記複合構造上の異物を検出するために前記記録された画像を分析するステップは、
　前記複合構造上で検出された各々の異物の寸法属性を求めるために各々の記録された画
像を分析するステップと、
　前記求められた寸法属性から、前記複合構造上で検出された各々の異物の種類を識別す
るステップとを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記複合構造上で検出された各々の異物の寸法属性を求めるために各々の記録された画
像を分析するステップは、
　前記複合構造上で検出された各々の異物の長さ、高さおよび形状を求めるために各々の
記録された画像を分析するステップを含む、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記複合構造上で検出された異物の累積異物指標を求めるステップは、
　前記複合構造上で検出された異物の累積合計を求めるステップを含む、請求項１から３
のいずれかに記載の方法。
【請求項５】
　前記複合構造上で検出された異物の累積合計を求めるステップは、
　前記複合構造上で単位面積当たりで検出された異物の累積合計を求めるステップを含む
、請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記複合構造上で検出された異物の累積異物指標を求めるステップは、
　前記複合構造上で検出された各々の種類の異物についての累積合計を求めるステップを
含む、請求項２に記載の方法。
【請求項７】
　前記複合構造上で検出された各々の種類の異物についての累積合計を求めるステップは
、
　前記複合構造上で単位面積当たりで検出された各々の種類の異物についての累積合計を
求めるステップを含む、請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記複合構造上で検出された異物の累積異物指標を求めるステップは、
　前記複合構造上で検出された異物の現在数を維持するステップを含む、請求項１から７
のいずれかに記載の方法。
【請求項９】
　複合構造の作製中に累積異物指標を求めるためのシステムであって、
　前記複合構造の配置中に複合構造の連続したセグメントの画像を記録するための視覚シ
ステムと、
　前記複合構造上の異物を検出するために前記記録された画像を分析し、前記複合構造上
で検出された異物の累積異物指標を求めるためのプロセッサと、
　累積異物指標をユーザに提供するための出力部とを備える、システム。
【請求項１０】
　照明システムをさらに備え、前記照明システムは、
　連続したセグメントによって規定された区域を照らすための視認可能な光源と、
　連続したセグメントの狭い細片を照らすための複数のレーザ光源とを含む、請求項９に
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記載のシステム。
【請求項１１】
　前記プロセッサは、前記複合構造上で検出された各々の異物の寸法属性を求めるために
各々の記録された画像を分析し、求められた寸法属性から前記複合構造上で検出された各
々の異物の種類を識別することにより、前記複合構造上の異物を検出するために前記記録
された画像を分析する、請求項９または１０に記載のシステム。
【請求項１２】
　各々の異物の寸法属性は、各々の異物の長さ、高さおよび形状を含む、請求項１１に記
載のシステム。
【請求項１３】
　前記複合構造上で検出された異物の累積異物指標は、前記複合構造上で検出された異物
の累積合計を含む、請求項９から１２のいずれかに記載のシステム。
【請求項１４】
　前記複合構造上で検出された異物の累積異物指標は、前記複合構造上で検出された各々
の種類の異物についての累積合計を含む、請求項１１または１２に記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この開示は一般に、複合構造の作製に関し、より特定的には、複合構造の作製中に累積
する異物の指標を求めるための方法およびシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　航空機および他の用途のための複合構造が、何年もの間公知であり、これらを多くの異
なる態様で作製することができる。複合構造を作製するための１つの有利な技術が、繊維
およびテープ配置プロセスである。従来技術によると、複合撚線またはタウ糸としても公
知の複合樹脂材料の１本以上のリボンが、材料配置機械により基板上にレイアップ（lay 
up）される。この基板は、工具またはマンドレルであり得るが、先にレイアップされて圧
縮された複合材料の１つ以上の下地プライであってもよい。
【０００３】
　従来の配置プロセスは、圧縮ローラとともに熱源を利用して、圧縮ローラのニップにお
いて、リボンまたはタウ糸を基板上に配設する。より特定的には、材料配置機械が基板を
横切って移動するのに伴い、複合樹脂材料のリボンまたはタウ糸と下地基板とをニップに
おいて加熱して樹脂材料の粘着性を高める一方で、樹脂材料には圧縮ローラによる圧縮力
をかけて、複合樹脂材料の細片または列を基板に付着させる。
【０００４】
　複合構造を形成するために、複数の列の複合材料を並べてレイアップして、複合材料の
第１のプライまたは層を形成する。次に、同様の複数の列の複合材料を第１の層の表面に
配設して、第１の層上に第２の層を形成することができる。このプロセスは、所望の数の
層が互いの上に形成されるまで繰返される。このようにして、複合構造は、当該複合構造
が完成するまで、列ごとおよび層ごとに作製され得る。
【０００５】
　複合材料の列が材料配置機械によりレイアップされるのに伴い、異物およびゴミ（ＦＯ
Ｄ（Foreign Objects and Debris））が複合構造の表面上に蓄積し得る。ＦＯＤは、たと
えば以下のものに限定されないが、樹脂ボール、繊維束、および裏打ち材料片を含み得る
。
【０００６】
　列のレイアップ中にＦＯＤが生じるとき、このＦＯＤを検出し、次の層が形成される前
に、現在形成されている層の表面から除去することが望ましい。なぜなら、ＦＯＤが除去
されない場合、隣接する層間に埋込まれてしまい、このことが望ましくないと考えられる
ためである。ＦＯＤを除去しないと、最終的な複合構造において、隆起および他の不整合
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を生じるおそれもある。したがって、列をレイアップして層を形成している間に、ＦＯＤ
の存在をリアルタイムで検出し、それにより、次の層が形成される前に当該ＦＯＤを除去
し得ることが望ましい。
【０００７】
　現行のシステムは、離散した異物の発生を検出して、それらをなくすことができる。し
かしながら、ＦＯＤの検出に関し、累積判断を行なうことも望ましい。たとえば以下のも
のに限定されないが、複合構造の作製中に検出されるＦＯＤの総数に関し、または、当該
構造の作製中に検出されるＦＯＤの各種類の総数に関し、累積判断を行なうことが望まし
い。このような情報は、材料配置機械または複合構造作製プロセスの全体に関して問題と
なる区域（area）を識別する際に有用であり得、このような異物の発生を減じるため、お
よび他の理由のために、適切な調節または変更の実施を可能にする。
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　この開示の実施例は、複合構造の作製中に累積異物指標を求めるための方法を提供する
。複合構造の連続したセグメントの画像は、当該複合構造の配置中に記録され得る。記録
された画像は、複合構造上の異物を検出するために分析され得る。複合構造上で検出され
た異物の累積異物指標が求められ、当該累積異物指標がユーザに提供され得る。
【０００９】
　この開示のさらなる実施例は、複合構造の作製中に累積異物指標を求めるためのシステ
ムを提供する。当該システムは、複合構造の配置中に複合構造の連続したセグメントの画
像を記録するための視覚システムと、当該複合構造上の異物を検出するために記録された
画像を分析し、複合構造上で検出された異物の累積異物指標を求めるためのプロセッサと
を含む。当該システムはまた、累積異物指標をユーザに提供するための出力部を含み得る
。
【００１０】
　この開示のさらなる実施例は、複合構造の作製中に累積異物指標を求めるための方法を
提供する。作製されている複合構造の層のある列に沿った連続したセグメントの画像が当
該列の配置中に記録され得る。各々の記録された画像は、当該列の各セグメント上で検出
された各々の異物の寸法属性を求めるために分析され得る。当該列の各セグメント上で検
出された各々の異物の種類が、求められた寸法属性から識別され、識別された各々の種類
の異物についての累積異物指標が求められ得る。当該累積異物指標がユーザに提供され得
る。
【００１１】
　この開示のさらなる実施例は、繊維およびテープ配置プロセスにより複合構造の作製中
に当該複合構造上に蓄積した異物についての累積異物指標を求めるための方法を提供する
。累積異物指標の生成時に用いられるべきパラメータに関するユーザ入力情報が受信され
得る。複合構造の配置中に当該複合構造の連続したセグメントの画像が記録され得、各々
の記録された画像が、各々の記録された画像の識別情報とともに記憶され得る。各々の記
録された画像は、複合構造の連続したセグメント上で検出された各々の異物の寸法属性を
求めるために分析され得、連続したセグメント上で検出された各々の異物の種類が、当該
求められた寸法属性から識別され得る。各々の異物の種類は樹脂ボール、繊維束および裏
打ち材料片のうちの１つを含む。識別された異物についての累積異物指標が求められ得る
。この場合、累積異物指標は、検出された異物の累積合計、および、検出された各々の種
類の異物についての累積合計のうちの少なくとも１つを含み、求められた累積異物指標が
ユーザに提供され得る。
【００１２】
　この開示のさらなる実施例は、繊維およびテープ配置プロセスにより複合構造の作製中
に複合構造上に蓄積した異物についての累積異物指標を求めるためのシステムを提供する
。当該システムは、累積異物指標の生成時に用いられるべきパラメータに関するユーザ入
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力情報を受信するためのユーザ入力部を含み得る。当該システムはまた、複合構造の配置
中に当該複合構造の連続したセグメントの画像を記録するための視覚システムと、各々の
記録された画像の識別情報とともに各々の記録された画像を記憶するためのメモリとを含
み得る。当該システムはまた、複合構造の連続したセグメント上で検出された各々の異物
の寸法属性を求めるために各々の記録された画像を分析し、求められた寸法属性から当該
連続したセグメント上で検出され、樹脂ボール、繊維束および裏打ち材料片のうちの１つ
を含む各々の異物の種類を識別し、識別された異物についての累積異物指標を求めるため
のプロセッサを含み得る。この場合、累積異物指標は、検出された異物の累積合計、およ
び、検出された各々の種類の異物についての累積合計のうちの少なくとも１つを含む。デ
ィスプレイは、求められた累積異物指標をユーザに提供し得る。
【００１３】
　好ましくは、異物の種類は樹脂ボール、繊維束および裏打ち材料片を含む。
　好ましくは、複合構造の連続したセグメントは、複合構造の層のある列に沿った連続し
たセグメントを含む。
【００１４】
　好ましくは、視覚システムは少なくとも１つのカメラを含む。
　好ましくは、撮像される複合構造の連続したセグメントを照らすための照明システムを
さらに含む。
【００１５】
　好ましくは、異物の種類は、樹脂ボール、繊維束および裏打ち材料片を含む。
　この開示のさらなる実施例は、複合構造の作製中に累積異物指標を求めるための方法を
提供する。当該方法は、複合構造の層の列の配置中に、作製されている当該複合構造の層
の列の連続したセグメントの画像を記録するステップと、当該列の各セグメント上で検出
された各々の異物の寸法属性を求めるために各々の記録された画像を分析するステップと
、求められた寸法属性から当該列の各セグメント上で検出された各々の異物の種類を識別
するステップと、各々の識別された種類の異物についての累積異物指標を求めるステップ
と、累積異物指標をユーザに提供するステップとを含む。
【００１６】
　この開示のさらなる実施例は、繊維およびテープ配置プロセスによって複合構造の作製
中に複合構造上に蓄積した異物についての累積異物指標を求めるための方法を提供する。
当該方法は、累積異物指標の生成時に用いられるべきパラメータに関するユーザ入力情報
を受信するステップと、複合構造の配置中に当該複合構造の連続したセグメントの画像を
記録するステップと、各々の記録された画像の識別情報とともに各々の記録された画像を
記憶するステップと、複合構造の連続したセグメント上で検出された各々の異物の寸法属
性を求めるために各々の記録された画像を分析するステップと、求められた寸法属性から
、連続したセグメント上で検出された各々の異物の種類を識別するステップとを含み、各
々の異物の種類は、樹脂ボール、繊維束および裏打ち材料片のうちの１つを含む。当該方
法はさらに、識別された異物についての累積異物指標を求めるステップを含み、当該累積
異物指標は、検出された異物の累積合計、および、検出された各々の種類の異物について
の累積合計のうちの少なくとも１つを含む。当該方法はさらに、求められた累積異物指標
をユーザに提供するステップを含む。
【００１７】
　この開示のさらなる実施例は、繊維およびテープ配置プロセスによって複合構造の作製
中に複合構造上に蓄積した異物についての累積異物指標を求めるためのシステムを提供す
る。当該システムは、累積異物指標の生成時に用いられるべきパラメータに関するユーザ
入力情報を受信するためのユーザ入力部と、複合構造の配置中に複合構造の連続したセグ
メントの画像を記録するための視覚システムと、各々の記録された画像の識別情報ととも
に各々の記録された画像を記憶するためのメモリと、複合構造の連続したセグメント上で
検出された各々の異物の寸法属性を求めるために各々の記録された画像を分析し、求めら
れた寸法属性から当該連続したセグメント上で検出され、樹脂ボール、繊維束および裏打
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ち材料片のうちの１つを含む各々の異物の種類を識別し、識別された異物についての累積
異物指標を求めるためのプロセッサと、求められた累積異物指標をユーザに提供するため
のディスプレイとを含む。
【００１８】
　これらの特徴、機能および利点は、この開示のさまざまな実施例において独立して達成
可能であるか、または、以下の説明および添付の図面を参照するとさらなる詳細が明らか
になるさらに他の実施例において組合されてもよい。
【００１９】
　有利な実施例についての新規な特徴と考えられる特性が添付の特許請求の範囲に述べら
れる。しかしながら、有利な実施例、好ましい使用モード、そのさらなる目的および利点
は、添付の図面に関連付けて読まれると、この開示の有利な実施例の以下の詳細な説明を
参照することにより最もよく理解されるだろう。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　図面をより特定的に参照し、図１に示す、航空機を製造して実際に使用する方法１００
と、図２に示す航空機２００とに関して、この開示の実施例を説明することができる。ま
ず図１を見ると、航空機を製造して実際に使用する方法を示す図が、有利な実施例に従っ
て示される。生産前において、例示的な、航空機を製造して実際に使用する方法１００は
、図２の航空機２００の仕様および設計（１０２）と、材料の調達（１０４）とを含み得
る。生産中において、図２の航空機２００の部品およびサブアセンブリの製造（１０６）
と、システム統合（１０８）とが行なわれる。その後、図２の航空機は、実際の使用（１
１２）に供されるために、認証および配送（１１０）を経ることが考えられる。図２の航
空機２００は、顧客により実際の使用に供される間、日常的な整備および点検（１１４）
のためにスケジュール設定され、この整備および点検（１１４）は、修正、再構成、改装
、および他の整備または点検を含み得る。
【００２１】
　航空機を製造して実際に使用する方法１００のプロセスの各々は、システムインテグレ
ータ、第三者、および／またはオペレータにより実施または施行され得る。この例におい
て、オペレータは顧客であり得る。この説明のために、システムインテグレータは、以下
のものに限定されないが、任意の数の航空機製造業者および主要システムのサブコントラ
クタ（下請業者）を含み得、第三者は、以下のものに限定されないが、任意の数の販売業
者、下請業者、および供給業者を含み得、オペレータは、航空会社、リース会社、軍部、
サービス組織等であり得る。
【００２２】
　次に図２を参照すると、有利な実施例が実現され得る航空機の図が示される。この例に
おいて、航空機２００は、図１の、航空機を製造および実際に使用する方法１００により
生産され、複数のシステム２０４および内装２０６とともに機体２０２を含み得る。シス
テム２０４の例は、推進力システム２０８、電気システム２１０、油圧システム２１２、
および環境システム２１４の１つ以上を含む。任意の数の他のシステムが含まれてよい。
航空宇宙産業の例を示しているが、他の産業、たとえば自動車産業および船舶建造産業に
対し、異なる有利な実施例を適用してもよい。
【００２３】
　本明細書で実施する機器および方法は、図１の、航空機を製造して実際に使用する方法
１００の１つ以上の段階のいずれかにおいて使用され得る。たとえば、図１の、部品およ
びサブアセンブリの製造（１０６）で生産される部品またはサブアセンブリは、図１にお
いて航空機２００が実際の使用（１１２）に供されている間に修繕または修正される部品
またはサブアセンブリと同様の態様で、作製または製造され得る。
【００２４】
　また、１つ以上の機器の実施例、方法の実施例、またはその組合せは、生産段階中に、
たとえば、図１の部品およびサブアセンブリの製造（１０６）およびシステム統合（１０
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８）において、たとえば以下のものに限定されないが、航空機２００の組立または航空機
２００の費用の削減を実質的に促進することにより、利用され得る。同様に、１つ以上の
機器の実施例、方法の実施例、またはその組合せは、図１の、航空機２００が実際の使用
（１１２）に供される間か、または、図１の整備および点検（１１４）中に利用され得る
。より特定的には、図１の整備および点検（１１４）中に異なる有利な実施例を使用して
、たとえば、複合部品の修繕または修正等の整備作業中に使用するための層レイアップデ
ータを提供することができる。
【００２５】
　図３は、この開示の有利な実施例の説明を補助する、複合構造の上面図である。複合構
造は、参照番号３００により示され、一般に、互いの上に形成された複合材料の複数のプ
ライまたは層からなり、各層は、並べて配列された、複数の細片または列の複合材料で形
成される。
【００２６】
　より特定的に、図３は、並べて配列された複合材料の複数の列３０４で形成された複合
構造３００の上部層３０２を示す。図３に示すように、上部層３０２は、１８本の列３０
４で形成される。これは、例示としてのみ意図されるものである。なぜなら、複合構造３
００の層が、任意の所望のサイズの複合構造を作製するために、任意の所望の数の列で形
成され得るためである。
【００２７】
　上に示したように、複合構造３００は、複数の層を含み得、各層は、並べて配列された
複数の列で形成される。隣接する層の列は、異なる角度で配向され得る。図３は、点線で
、第２の層３１２の一部を示す。この第２の層３１２は、層３０２の真下にあり、層３０
２の列３０４に対して４５度で配向された、並んだ列３１４で形成される。
【００２８】
　複合構造３００等の複合構造は、たとえば以下のものに限定されないが、６つの層から
なり得、当該層のうちの２つが横方向に配向された列を有し、２つが当該横方向の列に対
して＋４５度で配向された列を有し、２つが当該横方向の列に対して－４５度で配向され
た列を有する。
【００２９】
　列３０４は、複合樹脂材料を含み得、たとえば以下のものに限定されないが、複数の繊
維、たとえば以下のものに限定されないが、カーボン繊維が中に埋込まれたヘラクレス（
Hercules）３５０１－６樹脂を含み得る。以下により詳しく説明するように、列３０４は
、材料配置機械（図３には図示せず）により、一度に１つずつレイアップされ得る。この
材料配置機械は、基板上を前後に横切るのに伴い、熱を与えて樹脂材料を軟化させ、かつ
、圧縮力を与えて列を基板に付着させる。基板は、レイアップされる第１の層に対するマ
ンドレルまたは他の構造、および、レイアップされる以降の層のための下地層であり得る
。
【００３０】
　複合構造の層を形成するために列を並べてレイアップするプロセスの間に、さまざまな
種類の異物およびゴミ（ＦＯＤ）が、形成されている層の表面上に蓄積することが考えら
れる。異物ゴミとしても公知のこのような異物およびゴミは、しばしば、本明細書におい
て単に「異物」と呼ばれ、たとえば以下のものに限定されないが、樹脂ボール、繊維束、
および裏打ち材料片を含み得る。
【００３１】
　図４は、この開示の有利な実施例の説明を補助する、複合構造の表面上に蓄積した異物
を示す、複合構造の一部の図である。特に、図４は、複合構造４００の層４０２の一部の
表面４０４を示す。層４０２の例示された部分は、並んだ列４０６および４０８の一部を
含む。
【００３２】
　図４はまた、層４０２の表面４０４上に蓄積したいくつかの異物も示す。示された異物
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は、樹脂ボール４１０、繊維束４１２、および裏打ち材料のいくつかの破片４１４を含む
。
【００３３】
　樹脂ボールは、複合構造を形成するために列がレイアップされるのに伴ない、列を形成
する複合樹脂材料が部分的に硬化して付着性を有するようになった結果、生じる。樹脂は
、材料配置機械上に集まり、列がレイアップされるのに伴って機械から層上に定期的に落
下し、形成されている層の表面上に、樹脂ボール４１０等の樹脂ボールを形成し得る。樹
脂ボールは、たとえば、直径のサイズが約１６分の１インチである、ほぼ球形の、相対的
に小さな物体を構成し得る。樹脂ボールは一般に、図４に示すように、列の縁端付近また
は隣接する列の間に蓄積する。
【００３４】
　繊維束４１２は、綿毛ボールとも呼ばれ、列がレイアップされるのに伴って複合樹脂材
料から分離した、ほぐれた繊維の蓄積物を含む。繊維束４１２は、不規則な形状を有する
傾向にあり、たとえば約４分の１インチ以上であって、通常、樹脂ボールよりも大きい。
【００３５】
　たとえばミラー（Mylar）または紙で形成される裏打ち材料片４１４もまた、材料配置
動作中にレイアップされる列の表面上に落下して固着し得る。この材料配置動作中に、列
のレイアップ前に除去されなければならない裏打ち材料を含む、連続した長さのテープを
担持するスプールから列が配設される。裏打ち材料片４１４は、規則的な、ほぼ三角形の
形状を有する傾向にあり、約２分の１インチから約１６分の１インチまでの寸法を有し得
る。
【００３６】
　形成されている複合構造の層の表面上に、樹脂ボール４１０、繊維束４１２、および裏
打ち材料片４１４等の異物が存在することは、いくつかの理由により望ましくないことが
考えられる。たとえば、異物は、形成されている複合構造の層間に閉じ込められ得、これ
は望ましいことではない場合がある。また、異物は、複合構造内に塊を形成するおそれが
あり、構造の均一性に影響を及ぼす。したがって、層が形成されるのに伴って当該層の表
面上に異物が蓄積する際に、当該異物を検出することが望ましい。層が形成されるのに伴
って異物を検出することにより、現在形成されている層の上に次の層が形成される前にそ
れらの異物を除去することができる。
【００３７】
　また、検出された各異物の種類を識別して、累積異物指標を求め得ることも望ましい。
たとえば以下のものに限定されないが、検出された異物の総数または検出された異物の異
なる種類の各々の総数を求め得ることが望ましい。一般に、異物の指標を求めることによ
り、材料配置機械または材料配置プロセスの全体における問題の認識および是正を助けて
、たとえば以下のものに限定されないが、異物の発生数を減らすことができる。
【００３８】
　図４に示すように、たとえばサイズおよび形状の差異により、異なる種類の異物を互い
に視覚的に区別することができるため、この開示の有利な実施例は、異物を検出して分類
するため、および、検出した異物の累積記録を提供するための方法およびシステムを提供
する。
【００３９】
　図５は、この開示の有利な実施例に従った複合構造の累積異物指標を求めるためのシス
テムのブロック図である。このシステムは、参照番号５００によって包括的に示され、視
覚システム５０２、照明システム５０４、プロセッサ５０６、データ格納ユニット５０８
、およびユーザインターフェイス５１０を含み得る。
【００４０】
　視覚システム５０２は、レイアップされている複合材料５１２の列に対して配置されて
、当該列がレイアップされるのに伴い当該列の連続したセグメントの画像を取込む１つ以
上のカメラを含み得る。視覚システム５０２は、材料配置機械の圧縮ローラのニップのす
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ぐ下流に配置され得、ここで列が加熱され、下地基板、たとえば、形成されている複合構
造の下地層に付着させる。
【００４１】
　照明システム５０４は、視覚システム５０２により撮像されている列のセグメントを照
明するために位置付けられた１つ以上の光源を含み得る。照明システム５０４からの光は
、セグメント自体の複合材料により反射されるのとは異なる態様で、照明されているセグ
メント上の異物により反射され、視覚システム５０２が、セグメント上の異物の視認可能
な画像を取込むことを可能にする。
【００４２】
　この開示の有利な実施例に従い、広範囲のカメラを使用することができる。このような
カメラは、たとえば以下のものに限定されないが、カラーまたは白黒画像を取込むことの
できる市販のカメラを含み得る。製造システム５０２はまた、テレビ受像機か、または、
画像センサと、カメラの作動中に光が通過するレンズとを有する他の種類のビデオカメラ
も含み得る。視覚システム５０２はまた、赤外線感知カメラ、赤外線透過フィルタ機能を
有する可視光カメラ、光ファイバカメラ、同軸カメラ、電荷結合素子（Charge Coupled D
evice（ＣＣＤ））、または相補型金属酸化物センサ（Complementary Metal Oxide Senso
r（ＣＭＯＳ））を含み得る。
【００４３】
　照明システム５０４は、同一のまたは異なる種類の１つ以上の光源を含み得る。照明シ
ステム５０４は、たとえば以下のものに限定されないが、１つ以上の赤外線光源、および
／または、１つ以上の蛍光源、ストロボ光源、希ガスアーク灯光源、レーザ源、もしくは
発光ダイオード（ＬＥＤ）源を含み得る。
【００４４】
　照明システム５０４は、炭素等の黒い列材料の検査に役立つ光の赤外線（ＩＲ）成分を
増大させるパワーレベルで作動させることができる。しかしながら、一般に、照明システ
ムに対する特定のパワーレベルおよび波長は、少なくとも部分的に、視覚システムの速度
および感度、列がレイアップされる速度、ならびに、レイアップされている列の材料の反
射性に依存し得る。
【００４５】
　図６は、開示の有利な実施例に従った、視覚システムおよび照明システムが搭載された
材料配置機械のヘッドユニットの正面図である。材料配置機械は、参照番号６００により
包括的に示され、視覚システム６０２および照明システム６０４が上に搭載されている。
視覚システム６０２は、図５の視覚システム５０２として実現され得、照明システム６０
４は、図５の照明システム５０４として実現され得る。
【００４６】
　図６に示す有利な実施例において、視覚システム６０２は、２つのカメラ６１２および
６１４を含む。以下により詳しく説明するように、カメラ６１２および６１４は、レイア
ップされている列が、８インチの幅を有しているときに利用され得、それにより、各カメ
ラが、列の３インチ×８インチのセグメントのうちの、３インチ×４インチの部分の画像
を形成するようにする。レイアップされる列が４インチの幅を有し得る開示の有利な実施
例では、１つのカメラで十分であり得る。
【００４７】
　照明システム６０４はまた、１対の光源６１６および６１８も含み得る。光源６１６は
、４インチ幅の列の３インチ×４インチのセグメント、または、８インチ幅の列の３イン
チ×８インチのセグメント等の撮像区域を照明する光源であり得る。図６に示す有利な実
施例において、区域光源６１６は、可視光源を含み得る。
【００４８】
　光源６１８は、撮像されている列のセグメント上に複数の細いレーザ線を形成する複数
の小さな固体レーザを含み得る。この点に関し、異なる光源が、列の表面上の異なる種類
の異物の検出および識別を容易にし得ることが分かっている。
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【００４９】
　図７は、作製されている複合構造の表面に対して正しく位置付けられた図６のヘッドユ
ニットの図である。より特定的に、図７は、複合材料の列をレイアップして、参照番号７
００により包括的に示される複合構造の層を形成するように位置付けられたヘッドユニッ
ト６２０を示す。示すように、図７において、レーザ光源６１８は、形成されている複合
構造の表面に近接して配置されるようにヘッドユニット６２０上に搭載され、図７で視認
することのできない光源６１６およびカメラ６１２、６１４もまた、複合構造の表面付近
に搭載される。
【００５０】
　図５に戻ると、視覚システム５０２は、図６および図７に示す材料配置機械６００のヘ
ッドユニット６２０が複合構造を横切って前後に移動するのに伴い、列５１２の連続した
セグメントのリアルタイム画像を取込むように構成される。画像が取込まれるセグメント
または検査区域は、図６および図７に示すように、機械６００の圧縮ローラ６２２のニッ
プ６２４のすぐ下流に存在し得る。
【００５１】
　取込まれた画像は、プロセッサ５０６により直ちに分析および／または処理されるため
、メモリユニット５０８に格納され得る。プロセッサ５０６は、視覚システム５０２から
直接、または、画像が格納されたメモリユニット５０８から、画像を受信し得る。プロセ
ッサ５０６はその後、画像を処理および分析して、画像により捕捉された異物を検出およ
び識別し、検出されかつ識別された異物から、累積異物指標を求めることができる。プロ
セッサ５０６およびメモリユニット５０８は、従来のコンピュータの構成要素であり得る
。
【００５２】
　以下により詳しく説明するように、メモリユニット５０８は、エラーファイル５２０、
画像処理参照ライブラリ５２２、およびルックアップテーブル５２４を含み得、これらは
、プロセッサ５０６により使用されて、画像により捕捉された異物を識別し、累積異物指
標を求める。プロセッサ５０６は、画像処理ソフトウェア５２６を含み、列の画像上で捕
捉された、異なる種類の異物を識別することができる。
【００５３】
　ユーザインターフェイス５１０は、プロセッサ５０６と通信する。図５に示すように、
ユーザインターフェイス５１０は、以下のものに限定されないが、コンピュータモニタ上
に表示画面５３２を含み得、また、以下のものに限定されないが、カーソルを移動させて
ユーザによるさまざまなシステムの設定値およびパラメータの入力を可能にするためのキ
ーボードおよび／またはマウス等のユーザ入力部５３４も含み得る。
【００５４】
　表示画面５３２は、図１０に示すウインドウを含み得、このウインドウにおいて、複合
構造５１２のセグメントの画像が、ユーザによる視認用に表示され得る。
【００５５】
　システム５００はまた、複合構造５１２上の異物の位置をマーキングするためのマーキ
ング装置５１４も含み得る。マーキング装置５１４は、異物の検出時にプロセッサ５０６
により起動され得る。マーキング装置５１４は、複合構造５１２上の、異物が検出された
区域に、或る量のインク、塗料等を噴射するか、または堆積させることができる。このマ
ーキングにより、異物の位置を容易に識別することができ、当該異物の除去を容易にする
。
【００５６】
　この開示の有利な実施例に従ったシステム５００の動作において、視覚システム５０２
は、材料配置機械６００（図６および図７）により列がレイアップされるのに伴い、当該
列の画像を生成する。各画像は、列の幅に等しい幅、たとえば以下のものに限定されない
が、４インチまたは８インチの幅を有し得、各画像は、たとえば以下のものに限定されな
いが、３インチの同じ高さを有して、検出された異物の位置を確かめるための機構を提供
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することができる。
【００５７】
　プロセッサ５０６内のソフトウェアは、ユーザインターフェイス５１０のユーザ入力部
５３４を介してユーザが入力した、予測層数および１層当たりの予測列数に従い、層の数
および列の数を、メモリユニット５０８のエラーログ５２０内に記録する。材料配置機械
６００のヘッドユニット６２０が１つのパスの終了時に複合構造の表面から持上がるたび
に、ヘッドユニット６２０は、列がプロセッサにより識別され得るように、１つの列の終
了と、次の列の始まりとを信号で通知する。各画像には、プロセッサ５０６により連続番
号が割当てられ、この番号は、その画像が撮られた列のセグメントの層の数および列の数
とともに、エラーファイル５２０内にログ記録される。
【００５８】
　図８は、この開示の有利な実施例に従った、列のレイアウトと、複合構造の層を形成す
る列のセグメントの画像とを示す図である。図８は、画像８００として包括的に示される
個々の画像を示し、これらの個々の画像は、図８の層１として示される層を形成する列の
セグメントから撮られたものである。列は、列１の下部に対応する画像８００－１から列
１の上部に対応する画像８００－７までレイアップされ、さらに列１６の上部に対応する
画像８００－１１２で終了する。図４からの異物４１０、４１２、または４１４のうちの
１つ以上等の異物が画像８００の１つに現われた場合、その寸法属性（たとえば、図９に
示す寸法属性９０２）が図５の画像処理ソフトウェア５２６によって求められ、画像番号
、列番号、および層番号とともに、エラーファイル５２０に入力される。この画像処理ソ
フトウェアは、エッジ検出等の標準的な画像処理の手順を使用して、図４における、検出
された異物４１０、４１２、４１４の寸法属性９０２を求めることができる。
【００５９】
　たとえば以下のものに限定されないが、検出された異物の長さ、高さ、および形状等の
寸法属性９０２が一旦求められると、これらの寸法属性を、「ブロブ（blob）」のオプシ
ョンの画像処理参照ライブラリ５２２およびルックアップテーブル５２４とともに使用し
て、検出された異物４１０、４１２、４１４に対し、種類または部類９０６を割当てる。
この同じルックアップテーブル５２４は、異物４１０、４１２、４１６の各部類または種
類９０６についての最大可能サイズを提供することができ、それに基づいて異物の容認ま
たは否認が行なわれる。
【００６０】
　図９は、図５の複合構造の累積異物指標を求めるためのシステムのプロセッサにおける
エラーファイルのセグメントを概略的に示す図である。特に、図９は、追加された属性９
０２および分類９０６とともにエラーテーブル５２０のセグメントを示す。９０４に図示
のとおり、当該ファイルは、均一な幅（ｘ）と設定された画像フレームサイズ（ｙ）とに
基づいた異物のｘ－ｙ位置を記録する。単位面積当たりの累積ＦＯＤは、既知の寸法情報
および検出されたＦＯＤ数から抽出され得る。
【００６１】
　図１０は、図５の複合構造の累積異物指標を求めるためのシステムにおけるユーザイン
ターフェイスを示す図である。図１０に図示のとおり、ユーザインターフェイス５２０は
、実時間で撮像された現在のセグメントまたは検査区域を表示するディスプレイスクリー
ン５３２を含む。ユーザ入力部５３４は、許容基準および画像フレームサイズなどのパラ
メータを入力および変更するために設けられる。高度に視認可能な赤－緑の「合格／不合
格」インジケータ１００２が設けられ、図４の異物４１０、４１２、４１４が検出および
測定されると実時間で点滅し得る。ＦＯＤカウンタ１００４は、ＦＯＤについての部類お
よび累積合計により現在合計を提供し得る。
【００６２】
　図１１は、この開示の有利な実施例に従った複合構造の累積異物指標を求めるための方
法を示すフローチャートである。より特定的には、図１１は、この開示の有利な実施例に
従った、繊維およびテープ配置プロセスによる複合構造の作製中に複合構造上に蓄積した
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異物についての累積異物指標を求めるための方法を示す。
【００６３】
　当該方法は、概して参照番号１１００によって示されており、複合構造の配置中に複合
構造の連続したセグメントの画像を記録することから始まる（ステップ１１０２）。記録
された画像は、複合構造上の異物を検出するために分析され、複合構造上で検出された異
物の累積異物指標が求められる（ステップ１１０６）。次いで、累積異物指標がユーザに
提供される（ステップ１１０８）。
【００６４】
　図１２は、この開示のさらなる有利な実施例に従った、複合構造の累積異物指標を求め
るための方法を示すフローチャートである。より特定的には、図１２は、この開示のさら
なる有利な実施例に従った、繊維およびテープ配置プロセスによる複合構造の作製中に複
合構造上に蓄積した異物についての累積異物指標を求めるための方法を示す。
【００６５】
　当該方法は概して参照番号１２００で示されており、ユーザ入力を受信することから始
まる（ステップ１２０２）。図５においてユーザ入力部５３４として実現され得るユーザ
入力は、作製されるべき複合構造に関する情報と、累積情報の生成時に用いられるべきパ
ラメータに関する情報とを含み得る。たとえば、以下のものに限定されないが、作製され
るべき複合構造に関するユーザ入力は、作製されている複合構造の層の数と、当該複合構
造の各層の列の数とに関する情報を含み得る。累積情報を生成するためのパラメータに関
する情報は、図４における異物４１０、４１２および４１４のうちの１つなどの識別され
た異物を許容または拒否するための画像フレームサイズおよび許容基準を含み得る。
【００６６】
　入力情報が受信された後、材料配置装置が列をレイアップして、列ごとおよび層ごとに
複合構造を作製する（ステップ１２０４）。列がレイアップされると、当該列の連続した
セグメントの画像が実時間で形成される（ステップ１２０６）。この開示の有利な実施例
においては、各々の画像の幅は、たとえば、以下のものに限定されないが、配置されてい
る列の幅に等しくてもよく、当該列に沿った各々の画像の長さは、たとえば、以下のもの
に限定されないが、同じであってもよい。たとえば、以下のものに限定されないが、配置
されている列の幅が４インチである有利な実施例においては、各々の画像の長さは、３イ
ンチ×４インチの長方形の連続したセグメントの列からなる画像を形成するために３イン
チとなり得る。配置されている列の幅が８インチである有利な実施例においては、各々の
連続した画像は、１組の並んだ画像部分から形成されてもよく、各々の部分は、３インチ
×８インチの連続したセグメントの列からなる画像を形成するように３インチ×４インチ
の長方形であり得る。
【００６７】
　連続した列セグメントの画像が形成されると、各々の画像がエラーファイルに記録され
、これが、画像の識別情報とともに図５におけるエラーファイル５２０になり得る（ステ
ップ１２０８）。より特定的には、各々の画像には検査ソフトウェアによって連続した画
像番号が割当てられ、加えて、当該ソフトウェアは、ステップ１２０２においてユーザが
入力した情報に従って撮像された列セグメントの層番号と列番号とが記録される。こうし
て、各々の画像によって表わされる列セグメントが、エラーファイルにおけるその関連す
る画像とともに識別および記憶される。
【００６８】
　次いで、各々の画像を分析して、たとえば、以下のものに限定されないが、画像に対応
する列セグメント上の異物４１０、４１２または４１４のうちの１つなどの如何なる異物
（ＦＯＤ：foreign objects）をも検出し、寸法属性、たとえば、以下のものに限定され
ないが、異物の長さ（ステップ１２１２）、高さ（ステップ１２１４）および形状（ステ
ップ１２１６）が求められ、図９の９０２に図示のとおり、エラーファイル５２０に入力
される。次いで、求められた属性が、検出された異物の種類または部類を求めるために、
ルックアップテーブル５２４と共に「ブロブ」オプションの画像処理参照ライブラリを用
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いて分析され、当該部類がまた、図９における９０６に図示のとおり、エラーファイル５
２０に入力される（ステップ１２１８）。
【００６９】
　ルックアップテーブル５２４はまた、不適格なＦＯＤをソフトウェアが識別できるよう
に、ＦＯＤの各々の部類または種類についての最大許容サイズを提供し得る（ステップ１
２２０）。ＦＯＤが拒否されると、たとえば、図５に示されるユーザインターフェイス５
１０上のインジケータ１００２を作動させることによってユーザに通知される（ステップ
１２２２）。インジケータ１００２は、異物が検出および測定されると実時間で動作する
ので、ユーザは、現在形成されている層の上に次の層が加えられる前に、異物を除去する
のに適切な措置を講じることができる。
【００７０】
　ソフトウェアはまた、検出および識別されたＦＯＤに関する累積情報を生成する（ステ
ップ１２２４）。この累積情報はまた、たとえば、ＦＯＤの部類ごとの累積合計（ステッ
プ１２２６）および／またはすべてのＦＯＤについての累積合計（ステップ１２２８）と
してユーザに提供され得る。このような累積情報は、既知の寸法情報およびＦＯＤ識別番
号を用いて求められる単位面積当たりの累積ＦＯＤ情報を含み得るか、または、当該情報
は、作製された複合単位当たりの累積ＦＯＤ情報、または、別の基準に基づいた累積情報
を含み得る。
【００７１】
　さまざまな有利な実施例の説明を、例示および記載の目的で提示してきたが、これは網
羅的であることを意図するものではなく、開示された形態の実施例に限定されることを意
図するものでもない。多くの変更例および変形例が当業者に明らかになるだろう。さらに
、さまざまな有利な実施例は、他の有利な実施例に比べてさまざまな利点を提供し得る。
選択された実施例は、実施例および実際の応用例の原理を最も良く説明し、企図された特
定の用途に適したさまざまな変更例を含むさまざまな実施例についての開示を他の当業者
が理解することを可能にするために選択および記載される。
【図面の簡単な説明】
【００７２】
【図１】有利な実施例が実現され得る、航空機を製造して実際に使用する方法を示す図で
ある。
【図２】有利な実施例に従った航空機の図である。
【図３】開示の有利な実施例の説明を補助する、複合構造の上面図である。
【図４】開示の有利な実施例の説明を補助する、複合構造の表面上に蓄積した異物を示す
、複合構造の一部の図である。
【図５】開示の有利な実施例に従った複合構造の累積異物指標を求めるためのシステムの
ブロック図である。
【図６】開示の有利な実施例に従った、視覚システムおよび照明システムが搭載された材
料配置機械のヘッドユニットの正面図である。
【図７】作製されている複合構造の表面に対して正しく位置付けられた図６のヘッドユニ
ットの図である。
【図８】開示の有利な実施例に従った、列のレイアウトと、複合構造の層を形成する列の
セグメントの画像とを示す図である。
【図９】図５の複合構造の累積異物指標を求めるためのシステムのプロセッサにおけるエ
ラーファイルのセグメントを概略的に示す図である。
【図１０】図５の複合構造の累積異物指標を求めるためのシステムにおけるユーザインタ
ーフェイスを示す図である。
【図１１】この開示の有利な実施例に従った複合構造の累積異物指標を求めるための方法
を示すフローチャートである。
【図１２】この開示のさらなる有利な実施例に従った複合構造の累積異物指標を求めるた
めの方法を示すフローチャートである。
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【符号の説明】
【００７３】
　５０２　視覚システム、５０４　照明システム、５０６　プロセッサ、５０８　データ
格納ユニット、５１０　ユーザインターフェイス

【図１】 【図２】

【図３】
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【図４】

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】
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【図１１】 【図１２】
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